
 

重要事項説明書 

【（介護予防）訪問リハビリテーション】 

 

１．施設の概要 
（1）－1 法人の概要 

当 施 設 名 称 長野県厚生農業協同組合連合会 

代 表 者 氏 名 代表理事理事長 洞 和彦 

本 所 所 在 地 

（連絡先及び電話番号等）  

長野県長野市大字南長野北石堂町１１７７番地３ 

０２６－２３６－２３０５（代表） 

法人設立年月日 昭和２５年８月１８日 

法人番号 ４１００００５００１２１１ 

 

（1）－2 事業所の概要 

事 業 所 名 称 訪問リハビリテーション事業所 長野松代総合病院 

事 業 所 番 号 ２０１０１１７２４６ 

事 業 所 所 在 地 長野県長野市松代町松代１７６番地１４ 

管 理 者 宮原 隆成 （職種：医師） 

事業所の通常の 

事業の実施地域 
 長野市犀川以南、千曲市北部 

※ サービス提供地域（通常の実施地域）以外にお住まいの方はご相談ください。 

 
（2）営業日・時間 

 

（3）職員体制 

職種 職員体制 業務内容 

医 師 １名以上 
訪問リハビリテーションを実施するにあたり、リハビリテーショ

ン計画の作成に係る診療を行います。 

理学療法士 
作業療法士 
言語聴覚士 

1 名以上 

１ サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業所と連

携を図ります。 

２ 医師及び理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護

職員その他の職種の者が多職種協同により、リハビリテーションに

関する解決すべき課題の把握とそれに基づく評価を行って指定訪

問リハビリテーション計画を作成します。計画作成に当たっては、

利用者、家族に説明し、利用者の同意を得ます。作成した計画は、

利用者に交付します。 

３ 訪問リハビリテーション計画に基づき、指定訪問リハビリテー

ションのサービスを提供します。 

４ 常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境

の的確な把握に努め、利用者に対し、適切なサービスを提供します。 

５ それぞれの利用者について、指定訪問リハビリテーション計画に

従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記

録を作成するとともに、医師に報告します。 

６ リハビリテーション会議の開催により、リハビリテーションに関

する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共

有するよう努め、適切なサービスを提供します。 

営 業 日 
 月曜日から金曜日 

土曜日、日曜日、国民の祝日（振替休日含む）、休診日は除く 

営 業 時 間  午前８時３０分から午後５時 



 

（4）情報公開 

当会の「事業計画」および「財務内容」については、当会のホームページ上で閲覧するこ

とができます。 

 

２．相談・苦情・連絡窓口 
（1）当施設相談・苦情・連絡窓口 

サービスに関する相談・苦情がございましたら、下記担当者へご連絡ください。 

担 当 者 小泉 祐真 

連 絡 先 ０２６－２７８－１３６５ 

受 付 時 間 上記「1（2）営業日・時間」に示す営業時間に準ずる 

 

（2）当施設以外の相談・苦情・連絡窓口 

サービスに関する相談・苦情がございましたら、下記市町村又は国保連等に伝えることが

できます。 

機関名 連絡先 

厚生連長野松代総合病院 医療相談窓口 ０２６－２７８－２０３１ 

長野市役所 介護保険課 サービス担当 ０２６－２２４－７８７１ 

千曲市役所 高齢福祉課 介護保険係 ０２６－２７５－０００４ 

国民健康保険団体連合会 介護保険課（苦情処理係） ０２６－２３８－１５８０ 

 

３．訪問リハビリテーションの基本姿勢 

事 業 目 的 

要介護状態または要支援状態となった方や難病疾患・重度障害者な

どの方が、可能な限りその有する能力に応じ、自立した日常生活を

営むことができるよう、利用者の自宅におけるリハビリテーション

を通じて、その心身機能および動作能力の維持回復をはかり、生活

の質の向上に寄与することを目的とする。 

運 営 方 針 
地域に信頼され、選ばれる訪問リハビリテーション事業所を目指し

個々のニーズに対応する訪問リハビリテーションを提供いたしま

す。 

 

４．サービスの内容 

区分・種類 サ ー ビ ス 内 容 

指定訪問リハビリテー

ション 

要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限り居宅に

おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅におい

て、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うこ

とにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ります。 

指定介護予防訪問リハビ

リテーション 

利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学

療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことによ

り、利用者の心身の機能の維持回復を図り、生活機能の維持、向上

をめざします。 

 

(1) 職員の禁止行為 
職員はサービスの提供にあたって、次の行為は行いません。 

① 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

② 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

③ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

④ その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

 



 

５．利用料金 
(1)基本利用料金  

利用料金等は、別紙「利用料金表」をご参照ください。なお、記載された料金につ

いて職員から説明を受け、ご承認いただけましたら、必ず同意書へ利用者および

そのご家族等（代理人・連帯保証人）からご署名又は記名押印いただきますよう、

お願いいたします。  

なお、利用料金につきましては、下記事項にご留意ください。  

① 介護保険からの給付サービスを利用される場合は、利用者の『介護保険負担割合 

証』に記載された負担割合に応じた金額となります。 

② 介護保険の給付範囲を超えたサービス利用料金は、全額自己負担となります。 

③ 料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、利用者の居

宅サービス計画（ケアプラン）に定められた目安の時間を基準とします。  

 

(2)キャンセル料金 
利用者のご都合でサービスを中止する場合は、次に示すキャンセル料金を頂く場合がありま

す。ただし、利用者の体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル

料は不要とします。 

利用予定日の前日 料金負担なし  

利用予定日の当日 訪問リハビリテーション費の１０割  

※ キャンセルをされる場合は、至急事業所までご連絡ください。 

 

(3)その他 

交通費 事業に要した交通費を請求することがあります。 

上記以外の事項につきましては、契約書に記載のとおりです。 

 

(4)支払い方法 
上記（1）から（3）までの利用料（利用者負担分の金額）は、１ヶ月ごとにまとめて請求し
ますので、次のいずれかの方法によりお支払いください。 なお、利用者負担金の受領に関
わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受けた後、差し上げます。 

支払方法 支払要件等 

指定口座 

自動振替 

八十二銀行の預金口座を有する方 

毎月22日引き落とし（ただし土日祝日の場合は翌営業日） 

現金支払い 月末までに訪問リハビリテーション提供時にお支払いください 

※ 利用料金の支払いは、原則金融機関からの口座引落しとさせていただきます。 

※ 利用料について、事業所が法定代理受領を行わない場合、上記に係る利用料の全額を

いったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、

｢領収書｣を添えてお住まいの市町村に、利用者負担額を除いた居宅介護サービス費の支

給申請を行ってください。 

※ 利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の支払いについて、

正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から 2 月以上遅延し、さらに支払いの督

促から 30 日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払

い分をお支払いいただくことがあります。 

 

 

 

 

 

 

 



 

６．緊急時等における対応方法 
当事業所におけるサービスの提供中に利用者に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合

わせによる、主治医・救急隊・家族・担当居宅介護支援事業所等、下記関係各位等へ連絡し

ます。 
〔緊急時の連絡先〕 

主治医 

病院名  

主治医氏名  

連絡先  

家族 
氏名 （続柄：     ） 

連絡先  

緊急連絡先 
氏名 （続柄：     ） 

連絡先  

 
７．衛生管理等 

(1) サービス提供職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

(2) 事業所において感染症が発生及びまん延しないように必要な措置を講じます。 

(3) 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助

言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

 

８．非常災害対策 
(1) 事業所に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する取り組

みを行います。 

(2) 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整

備し、それらを定期的に従業員に周知します。 

(3) 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 

 

９．業務継続計画の策定等について 
(1) 感染症や非常災害の発生時において、事業の提供を継続的に実施するため及び非常時の

体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に

従って必要な措置を講じます。 

(2) 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に

実施します。 

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

10．虐待の防止について 
利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必

要な措置を講じます。 

(1) 職員が支援にあたっての悩みや苦悩を相談できる体制を整えるほか、職員が利用者等の

権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周

知徹底を図っています。 

(3) 虐待防止のための指針の整備をしています。 

(4) 成年後見制度の利用を支援します。 

(5) サービス提供中に、当該施設職員又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通

報します。 

(6) 職員に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

(7) 前 6 号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いています。 

虐待防止に関する担当者 小泉 祐真 （職種：理学療法士）  



 

11．秘密の保持と個人情報の保護について 

秘密保持 

① 事業所及び従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報につ

いて「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介

護関係事業所における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守

し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

② 事業所の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供をする上

で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしま

せん。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後において

も継続します。 

④ 事業所は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させ

るため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密

を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。  

個人情報保護  

① 事業所は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等

において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報

についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者

の家族の個人情報を用いません。 

② 事業所は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によ

るものの他、電磁的記録を含む。）については、管理者の注意をもって管理

し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

③ 事業所が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示

することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合

は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うも

のとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となり

ます。)  
 

12．心身の状況の把握 
指定訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、居宅介護支援事業所が開催する

サービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保

健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。 

 

13．居宅介護支援事業所等との連携 
(1) 指定訪問リハビリテーション等の提供にあたり、居宅介護支援事業所及び保健医療サー

ビスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。 

(2) サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する訪問リハビリテーション

計画の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業所に速やかに送付します。 

(3) サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容

を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業所に送付します。 
 

14．サービス提供等の記録 
(1) 指定訪問リハビリテーション等の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、そ

の記録はサービスを提供した日から 5 年間保存します。 

(2) 利用者は、当事業所に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請

求することができます。 

 

15．サービス利用にあたっての留意事項 
(1) 事業所所有の設備や器具は本来の用法に従ってご利用下さい。これに反したご利用によ

り破損等が生じた場合、弁償していただく場合があります。 

(2) 現金、貴重品等は利用者の責任において保管をお願い致します。所持金品や貴重品等の

紛失について当事業所では責任を負えませんのでご了承下さい。 

(3) 訪問中の営利行為、宗教活動、特定の政治活動等は禁止しております。 

(4) 職員への次のようなハラスメントは固くお断りします。ハラスメント等により、サービ

スの中断や契約を解除する場合があります。信頼関係を築くためにもご協力をお願いし



 

ます。 

①身体的暴力・・・身体的な力を使って危害を及ぼす行為 

例：コップを投げつける。たたく。唾を吐く。 

②精神的暴力・・・個人の尊厳や人格を態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

例：怒鳴る。威圧的な態度で文句を言い続ける。理不尽なサービスを要求する。 

③セクシャルハラスメント・・・意に沿わない性的誘いかけ、好意的な態度の要求等、性

的な嫌がらせ行為 

例：必要もなく手や腕をさわる。抱きしめる。卑猥な言動を繰り返す。 

 

16．その他 
・事前にご連絡・ご了解いただいたうえで、教育、実習の一環として研修医、医学生、看護

学生、その他学生等と一緒に訪問することがあります。 

 

  

〔不測の事態について〕 

高齢の利用者、障がいをお持ちの利用者は、加齢や麻痺に伴う身体機能の低下、関節拘

縮や骨粗鬆症等により、わずかな外力でも骨折等を起こすおそれがございます。 

当事業所の職員は充分に注意をしてサービス提供をさせていただきますが、職員が充分

な注意を払ったとしても、利用者の加齢の進行、健康状態の変化、居住環境によっては上

記不測の事態が避けられないことがございます。もっとも、当事業所は、利用者、ご家族

とご相談、ご協力をしながら、できる限り安心して健やかに日々をお過ごしいただけるよ

う看護・訓練に努めて参りますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

〔自然災害時等の訪問について〕 

大雪や地震等の自然災害や感染症等により、事業が提供できなくなる場合がございま

す。ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 



 

 重要事項説明書についての同意 
 

指定訪問リハビリテーション等の提供開始にあたり、ご利用者様に対して本書面（別紙「利用料金表」含む）

により重要事項を説明しました。 

 

   年   月   日 

 

事業者 

〔事業所名〕   訪問リハビリテーション事業所 長野松代総合病院   印 

 

   〔所 在 地〕   長野県長野市松代町松代１７６番地１４ 

 

   〔説明者氏名〕        

 

 

私は、本書面（別紙「利用料金表」含む）により、事業者から指定訪問リハビリテーション等について重要

事項の説明を受け、同意します。 

 

   年   月   日 

 

利用者 

 

 

   〔住所〕                           Tel:             

   〔氏名〕                   

〔署名代行者氏名〕               （利用者との続柄：          ） 

〔署名代行の理由〕                                    

 

代理人（又は成年後見人） 

 

 

   〔住所〕                           Tel:             

   〔氏名〕                     （利用者との続柄：         ） 

  ※署名代行者および、代理人の署名につきましては、本人の自筆に限ります。 

   
 


